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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 
  平成16年５月31日に提出いたしました第138期（自 平成15年３月１日 至 平成16年２月29日）の有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。 

 

 

２ 【訂正事項】 
第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  １ 株式等の状況 

 （４）所有者別状況 

（５）大株主の状況 

 

   第５ 経理の状況 

    １ 連結財務諸表等 

   （１）連結財務諸表 

       注記事項 

       （税効果会計関係） 

    ２ 財務諸表等 

   （１）財務諸表 

       注記事項 

       （税効果会計関係） 

 

 

３ 【訂正箇所】 
  訂正箇所は   を付して表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第一部 【企業情報】 

 

第４ 【提出会社の状況】 
１ 【株式等の状況】 

（４）【所有者別状況】 

 

    （訂正前） 

（注）１．期末現在の自己株式数は490,074株で「個人その他」に490単元及び「単元未満株式の状況」に74株含め

て記載してあります。 

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。 

 

    （訂正後） 

（注）１．期末現在の自己株式数は490,074株で「個人その他」に490単元及び「単元未満株式の状況」に74株含め

て記載してあります。 

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。 

３．「金融機関」の欄には、株式会社ＵＦＪ銀行名義の株式 3,380単元が含まれており、そのうち2,120単

元の実質的な所有者は、同社の子会社である株式会社ＵＦＪエクイティインベストメンツであります。 

 

（５）【大株主の状況】 

 

    （訂正前） 

  平成16年２月29日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社歌舞伎座 東京都中央区銀座四丁目12番15号 4,667 4.36 

株式会社みずほコーポレー
ト銀行 

東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟 

4,500 4.21 

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 3,700 3.46 

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目21番24号 3,380 3.16 

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 3,295 3.08 

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目20番10号 3,288 3.07 

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 3,000 2.80 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 2,062 1.93 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,420 1.33 

株式会社永谷園 東京都港区西新橋二丁目36番１号 1,354 1.27 

計 － 30,667 28.67 

 

 

 

 

 

 



    （訂正後） 

  平成16年２月29日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社歌舞伎座 東京都中央区銀座四丁目12番15号 4,667 4.36 

株式会社みずほコーポレー
ト銀行 

東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海アイ
ランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ
棟 

4,500 4.21 

セコム株式会社 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 3,700 3.46 

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 3,295 3.08 

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目20番10号 3,288 3.07 

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 3,000 2.80 

株式会社ＵＦＪエクイティ
インベストメンツ 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 2,120 1.98 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５番６号 2,062 1.93 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,420 1.33 

株式会社永谷園 東京都港区西新橋二丁目36番１号 1,354 1.27 

計 － 29,407 27.49 

（注）株式会社ＵＦＪエクイティインベストメンツの親会社である株式会社ＵＦＪ銀行は、自社名義3,380千株 

（3.16％）を所有していますが、そのうち2,120千株は、株式会社ＵＦＪエクイティインベストメンツが 

実質的に所有しているものであります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第５ 【経理の状況】 
 １【連結財務諸表等】 

 （１）【連結財務諸表】 

    注記事項 

    （税効果会計関係） 

 

    （訂正前） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

    
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
 （単位  ％） 

平成15年２月28日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

持分法による投資利益 △22.4 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

53.8 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △37.1 

住民税均等割等 21.4 

連結調整勘定償却 5.7 

子会社の欠損金 54.0 

子会社の税務上の繰越欠損の利
用 5.3 

過年度一時差異等未認識額 △327.3 

その他 0.4 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 △204.2 

  

 
 （単位  ％） 

平成16年２月29日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

持分法による投資利益 △2.4 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

5.0 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △2.0 

住民税均等割等 2.3 

連結調整勘定償却 1.6 

過年度一時差異等未認識額 △8.3 

税率変更による差異 0.8 

その他 0.1 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

39.1 

  

  
  

    
   



 

    （訂正後） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

    
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
 （単位  ％） 

平成15年２月28日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

持分法による投資利益 △22.4 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 53.8 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △37.1 

住民税均等割等 21.4 

連結調整勘定償却 5.7 

子会社の欠損金 54.0 

子会社の税務上の繰越欠損の利
用 

5.3 

過年度一時差異等未認識額 △327.3 

その他 0.4 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 △204.2 

  

 
 （単位  ％） 

平成16年２月29日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

持分法による投資利益 △1.0 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 2.1 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △0.8 

住民税均等割等 2.3 

連結調整勘定償却 0.6 

一時差異等未認識額 △2.2 

税率変更による差異 0.8 

子会社の欠損金 0.6 

子会社の税務上の繰越欠損の利

用 
△6.1 

その他 0.8 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 39.1 

  
  

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

２【財務諸表等】 
 （１）【財務諸表】 

    注記事項 

    （税効果会計関係） 

 

    （訂正前） 

前事業年度 当事業年度 

    
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
 （単位  ％） 

平成15年２月28日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△0.8 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 0.9 

住民税均等割等 △0.2 

過年度一時差異等未認識額 11.2 

その他 △0.3 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 52.8 

  

 
 （単位  ％） 

平成16年２月29日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

6.9 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △6.1 

住民税均等割等 1.2 

税率変更による差異 3.2 

その他 0.6 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 47.8 

  
    
   

    （訂正後） 

前事業年度 当事業年度 

    
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
 （単位  ％） 

平成15年２月28日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△0.8 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 0.9 

住民税均等割等 △0.2 

過年度一時差異等未認識額 11.2 

その他 △0.3 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 52.8 

  

 
 （単位  ％） 

平成16年２月29日 

法定実効税率 42.0 

（調  整）  

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.8 

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △1.7 

住民税均等割等 1.2 

税率変更による差異 3.2 

その他 0.3 

  

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 47.8 

  
    
   


